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そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」構築業務委託に係る 

公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 名称 

  そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」構築業務委託 

 

２ 業務概要 

  そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」構築業務実施に際し、本業務を委託することで、効率

的に業務を実施することを目的とします。 

  業務内容の詳細については、別に示す仕様書のとおりとします。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

 

４ 業務規模 

  本業務の上限価格は、３，９６３，３００円（消費税及び地方消費税を含みます。）とします。 

 

５ 参加資格 

本業務に係る提案に参加する者は、次に掲げる事項を全て満たす者とします。 

⑴ 令和３年４月以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体が発注したサイト構築業務（本

業務との類似した業務に限る。）について、委託実績を有すること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

⑶ 公告の日から選定結果通知の日までの期間に、市の指名停止等の処置を受けていない者。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。ただ

し、手続開始決定がされており、かつ、公告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有

す者は対象とする。 

 

６ スケジュール 

⑴ 参加表明・質問提出期限 

令和８年６月８日（月） 

⑵ 質問回答 

令和８年６月１１日（木） 

⑶ 提案書・見積書提出期限 

令和８年６月２２日（月） 

⑷ プレゼンテーション 

令和８年６月２９日（月） 

※時間、場所等は、対象となるプレゼンテーション参加事業者に別途通知します。 
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⑸ 受注候補者決定 

令和８年６月下旬 

 

７ 参加表明書の提出及び書類審査 

本業務に係る提案に参加を希望する者は、次のとおり参加表明書等を提出し、書類審査を受けるもの

とします。 

⑴ 提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 会社概要 （様式２） 

③ 業務実績 （様式３） 

本業務との類似性を重視し、国（独立行政法人を含みます。）又は地方公共団体が発注したサイ

トリニューアル業務等、５件まで記載できるものとします。複数の業務を一括して受注した場合、

各業務としてではなく、１つの業務として記載します。同一発注者の業務については、主要なもの

を１件記載するものとします。記載した業務については、それを証する契約書、仕様書等の写しを

添付してください。 

⑵ 提出部数 

正本１部、副本１０部（正本は原本、副本は写し） 

⑶ 提出方法 

持参または郵送 

⑷ 提出期限 

令和８年６月８日（月）午後５時まで 

注：郵送の場合は、６月８日（月）必着 

⑸ 受付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで（土・日・祝を除きます。） 

 

⑹ 書類審査 

そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」構築業務委託業者選定委員会（以下「選定委員

会」といいます。）において、別表に定める選定基準により、上記⑴の書類審査を実施します。 

   通知書は令和８年６月１５日（月）までに発送する予定です。 

 

８ 提案書の提出要請 

 参加表明書を提出した者について、参加資格を確認し、書面により提案書の提出を要請します。 

 なお、参加表明書を提出する業者が多数あった場合には、選定委員会において、別表に定める選定

基準により７⑴の書類審査を実施し、提案者を制限することがあります。この場合、提案者とならな

かった者には、書面によりその旨を通知します。 

 

９ 提案書の提出 

上記８により提案書の提出を要請された業者は、次のとおり提案書等を提出するものとします。 
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⑴ 提出書類 

① 提案書（様式４） 

② 提案の詳細（任意様式） 

別に示した仕様書を参照の上、別表の選定基準の各項目に準じ作成してください。各項目の細分

化、項目の追加は認めます。 

形式は、Ａ４サイズ、横書き、フォントサイズを１２ポイントとし（図式は除きます。）、２０ペ

ージ以内（表紙、目次は除きます。）とし、簡潔で分かりやすい記述としてください。 

③ 工程表（任意様式） 

  業務区分をなるべく詳細に設定の上、各業務区分の作業期間を各月に分けた工程表を提出して

ください。 

④ 配置予定者調書（様式５） 

責任者、主要な担当者について、担当者ごとに作成してください。業務実績については、本業務

との類似性、担当区分・業務内容との関連性が分かるように記載してください。記載した業務につ

いては、それを証する契約書、仕様書等の写しを添付してください。 

⑤ 価格提案書（様式６） 

項目ごとの金額を明示した内訳を作成し、添付してください。 

⑥ ＣＭＳ機能要件一覧（様式８） 

⑵ 提出部数 

正本１部、副本１０部（正本は原本、副本は写し） 

⑶ 提出方法 

持参または郵送 

⑷ 提出期限 

令和８年６月２２日（月）午後５時まで 

注：郵送の場合は、６月２２日（月）必着 

⑸ 受付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで（土・日・祝を除きます。） 

 

10 提案に関する質問及び回答 

⑴ 質問書の提出 

提案書等に関する質問がある場合は、質問書（様式７）に質問事項を記載し、電子メールに添付

して提出してください。メールの件名は「そうか子育て応援・情報サイト「ぼっくるん」構築業務

委託に係る公募型プロポーザルに関する質問（質問者名）」としてください。電話や窓口での質問

は受け付けません。 

なお、電子メール送信後、確認のため電話による連絡をお願いします。 

⑵ 受付期間 

令和８年６月８日（月）午後５時まで 

⑶ 質問に対する回答 
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提出された質問事項を取りまとめの上、参加表明書を提出した全事業者に対し、令和８年６月１

１日（木）までに電子メールで回答する予定です。 

この回答は、募集要領をはじめとする本プロポーザルに関する書類の記載事項追加又は修正とみ

なします。回答に対する再質問は原則受け付けません。また、募集要領や仕様書、様式の欄外に明

記している場合には回答しないことがありますのでご了承ください。 

 

11 プレゼンテーションの実施 

提出した提案について、選定委員会に対しプレゼンテーションを行っていただきます。 

⑴ 実施予定日 

令和８年６月２９日（月） 

※時間、場所等は、参加対象となる業者に別途通知します。 

⑵ 出席者 

プレゼンテーションの出席者は３名以内とします。 

原則として代表者、業務責任者、従業員等とします。 

なお、コンサルタント・貴社と業務提携をしている業者は認めません。 

⑶ 持ち時間 

機器の接続、質疑応答１０分程度を含め、４０分以内を予定しています。 

なお、持ち時間は参加する業者数により、変更する場合があります。 

⑷ その他 

 プレゼンテーションは提出した提案に沿って行うこととし、提案内容の説明等を行うものとしま

す。プレゼンテーションで使用するプロジェクター、スクリーンについては市で準備します。プレゼ

ンテーションに必要なその他の機器については、提案者で用意してください。 

 

12 受託候補者の選定 

選定委員会により、提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、評価点数が最高得点となった

者を受託候補者として選定します。ただし、最高得点となった者が複数ある場合は、選定委員会で協議

の上、選定します。 

なお、最高得点となった者が選定委員会が定める基準点に満たなかった場合は、受託候補者を選定せ

ず、選定方法を見直した上で、再公募します。 

⑴ 選定基準 

別表に定めるとおりです。 

⑵ 選定結果の通知 

 選定委員会による選定結果は、プレゼンテーション参加事業者全てに書面で通知するとともに、市

のホームページで公開します。 

 なお、プレゼンテーションに応募した時点でホームページの公開にも了承したものとします。 

⑶ 評価点数の合計が同一となった場合 

 提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、評価点数の合計が同一となった場合は、次の順

序で上位の者をプロポーザルの上位者とします。 
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① 別表「５特定テーマに対する提案」の点数の合計が高い者 

② 評価項目に「無（０点）」がない者 

③ 価格提案の金額が低い者 

 

13 契約の締結 

 上記12で選定された者と契約締結の交渉を行います。契約が成立しない場合は、選定委員会による評

価点数が高い者から順に、契約締結の交渉を行います。 

 なお、本提案が採用されたことをもって、提案したすべての内容（金額・仕様・数量等）について契

約を保証するものではありません。契約内容（金額・仕様・数量等）については市と協議の上、決定し

ます。 

 

14 提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等を無効とします。 

⑴ 提出書類が期限内に提出されなかった場合 

⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ その他、本募集要領において示した条件等を満たしていない場合 

 

15 その他 

⑴ 提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等の本プロポーザルに要する費用は、すべて提案者の

負担とします。 

⑵ 提出された書類等について、受託候補者選定までの間は、記載内容の追加及び変更は、原則として

認めません。 

⑶ 提出された書類等は、一切返却いたしません。 

⑷ 提出された書類等は、本プロポーザルで必要な場合は、複製することがあります。提案者に無断で

本プロポーザル以外に使用することはありません。 

⑸ 提出された書類等については、草加市情報公開条例（平成１２年条例第３０号）の規定に基づく開

示請求があった場合には、対象文書として原則開示する場合があります。 

⑹ 配置予定者調書に記載した担当者は、原則として変更できません。ただし、やむを得ない理由によ

り変更を行う場合には、事前に市の了解を得るものとします。この場合、変更前と同等以上の能力を

有する者としてください。 

⑺ 正当な理由がなくプレゼンテーションを欠席した場合は、失格とします。 

 

16 担当部署 

草加市こども未来部こども政策課こども政策係  伊藤・小松崎 

〒３４０－８５５０ 草加市高砂一丁目１番１号 

ＴＥＬ：０４８－９２２－３４９２（直通） 

ＦＡＸ：０４８－９２２－３２７４ 

電子メール：kodomoseisaku@city.soka.saitama.jp  



 

6 
 

※本プロポーザルに関する書類の提出、質問等は全て上記担当部署で受け付けます。仕様書、各種

様式等は全て草加市ホームページからダウンロードしてください。 


